
　停留所の移設について

　１　東ルート右回り「旭ヶ丘町山の手」停留所

資料３ 

左回り 

右回り 

東へ約30ｍ移設 4/1運行内容変更に合わせて設

置→勾配があり、乗降しづらい

として地元から移設の要望あり。 

→平成２８年５月２４日に移設。 

約３０ｍ東へ移設 

移設前 

１ 

１ 



　２　西ルート左回り「東山町」停留所

左回り 

右回り 

南へ約100ｍ移設 

歩道が狭く、待合環境が良くないと地元

から移設の要望あり。 

→平成２８年９月２１日に移設予定。 

※ 地権者 停留所設置支障なし 

※ 公安  停留所設置支障なし 

※ 道路管理者 停留所設置支障なし 
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東山町一丁目 

西山町北 


